
 

 

関東大会出場校略式校名に関する規定 

規定集より 

 

（３）関東大会各都県代表校の略称について  

関東大会のプログラム等で使用されていた略称は、開催都県によって違いがあり、混乱し

ていたので、以下の基準を定め統一するものとする。 

 

略称基準 

１ 出来る限り簡略化する（６文字以内を原則とする） 

２ 高校は記載しない。ただし、……大学高校の場合は、略称に高のみを記載する。 

３ 県立、市立、都立をつける場合はおなじ校名が同都県内にある場合を原則とする。 

  ただし、市名は記載できるものとする。 

４ 商業、工業、農業、実業、女子は商、工、農、実、女のみを記載する。 

５ 大学附属高校の場合は、略称に附のみを記載する。 

６  上記に当てはまらない場合は当該都県委員長と競技委員長で協議の上、  

  決定するものとする。  

 

上記の例  

２ 大学がつく ○○大学高校     → ○○大高 

 

３ 市立高校  ○○市立○○高校   → 市立○○ 

○○市立△高校    → ○○△ 

県  立  ○○県立△△高校   → 県立△△ 

私  学  ○○高校       → ○○ 

 

４ 商  業  ○○県立△△商業高校 → △△商 

工  業  ○○県立△△工業高校 → △△工 

実  業  ○○県立△△実業高校 → △△実 

農  業  ○○県立△△農業高校 → △△農 

女  子  ○○県立△△女子高校 → △△女 

 

５ 附  属  ○○大学附属高校   → ○○大附 

○○大学附属△△高校 → ○大附△△ 

 

 


